
 

事 務 連 絡 

令和７年７月７日 

   都 道 府 県 
各  市 町 村   衛生主管部局 御中 

    特 別 区   民生主管部局 御中 

各  都道府県労働局   労 働 基 準 部 御中 
   職 業 安 定 部 御中 

 

厚  生  労  働  省 健 康 ・ 生 活 衛 生 局 健 康 課 

医 政 局 総 務 課 

医 薬 局 総 務 課 

労 働 基 準 局 安 全 衛 生 部 労 働 衛 生 課 

職 業 安 定 局 高 齢 者 雇 用 対 策 課 

社 会 ・ 援 護 局 総 務 課 

社 会 ・ 援 護 局 障 害 保 健 福 祉 部 企 画 課 

老 健 局 総 務 課 

  環 境 省 大 臣 官 房 環 境 保 健 部 企 画 課 

熱 中 症 対 策 室 

地 球 環 境 局 総 務 課 

気 候 変 動 科 学 ・ 適 応 室 

こ  ど  も  家  庭  庁 成 育 局 総 務 課 

支 援 局 総 務 課 

 

熱中症予防の普及啓発・注意喚起について（再周知依頼） 

 

熱中症対策の推進については、日頃より御協力いただき、厚く御礼申し上げます。 

気温の高い日が続く今夏において、国民一人ひとりに対して熱中症予防の普及啓発・注意

喚起を行う等、対策に万全を期すことが重要です。 

 政府では、熱中症対策実行計画が取りまとめられ、効果的な普及啓発の実施として、関係

府省庁の連携強化の下「熱中症予防強化キャンペーン」を４月～９月の期間で実施している

ところです。 

熱中症予防については、「熱中症予防の普及啓発・注意喚起について（周知依頼）」（令和

７年５月 23日付け事務連絡。別添参照。）で周知したところですが、夏季の気温や湿度が高

い日には、特に熱中症の危険性が高まることから、今般、その内容を改めて周知します。 

また、近年、豪雨や地震等の災害が多発していることから、災害時の熱中症予防について

は、以下のリーフレット等を御活用いただき、防災担当部局とも連携の上、御対応いただき

ますようお願いします。 

（参考）災害時の熱中症予防リーフレット 

https://www.wbgt.env.go.jp/pdf/pr/20230530_leaflet_in_disasters.pdf 

 

 
（担当者） 

厚生労働省 

健康・生活衛生局健康課地域保健室 

     饒波、大野、林山、水谷、谷口 
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